
 

 

令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査等業務委託 

企画提案公募要領 

 

１ 趣旨 

本要領は、「令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査

等業務委託」に係る企画提案の公募に当たり、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 公募概要 

（１）業 務 名：令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査等 

（２）業務内容：別紙１「令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進

に係る調査等業務委託仕様書」のとおり       

（３）履行期限：令和９年３月 31日（水）まで 

（４）委託費用：50,000千円以内（消費税及び地方消費税含む） 

 

３ 公募スケジュール 

令和８年４月 30日（木） 公募開始 

令和８年５月 13日（水） 質問書提出期限 

令和８年５月 18日（月） 質問に対する回答期限 

令和８年５月 22日（金） 参加申込書提出期限 

令和８年５月 29日（金） 企画提案書提出期限 

 必要に応じ書類による第１次審査を実施 

令和８年６月３日（水） 企画提案審査の実施 

令和８年６月 委託事業者の決定、公表 

※ 本スケジュールは予定であり、企画提案審査、事業者決定は遅れる場合があります。 

 

４ 応募資格 

企画提案公募に応募できる者は、次の条件を満たす法人又は本件業務受託のために結成

された共同企業体（以下「共同企業体」という。）であって、それぞれ次に掲げる要件の全

てを満たしている者とする。 

なお、共同企業体として応募する場合は、幹事法人を決め、幹事法人が企画提案書を提

出すること。（ただし、幹事法人が委託業務の全てを他の法人に再委託することは不可） 

（１）共同企業体の全構成員が満たすべき資格要件 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の

認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

ウ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の

開始又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破



 

 

産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

１項第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

オ 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であるこ

と。 

カ 本公募に関して、他の共同企業体の構成員となっていないこと。 

（２）共同企業体としての資格要件 

ア 本業務を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

イ 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤及び専門的知識・経験を有し、かつ、

資金等について十分な管理能力を有していること。 

（３）単独法人としての資格要件 

（１）「共同企業体の全構成員が満たすべき資格要件」のほか、（２）「共同企業体とし

ての資格要件」の全てを１法人で満たすこと。 

 

５ 質問の受付・回答 

公募要領についての質問は下記により行うこと。なお、電話や来訪による口頭での質問

や期限を過ぎた質問は受け付けない。 

（１）提出書類 

別紙２「令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査

等業務」企画提案公募要領 質問書 

（２）提出期限 

令和８年５月 13日（水）17時 15分まで（必着） 

（３）提出方法及び提出先 

電子メール（メールアドレス:ngt050030@pref.niigata.lg.jp）により提出すること。 

なお、電子メールの件名は、「新潟ＣＮ協議会業務委託質問書」とすること。 

（４）質問の回答方法 

提出期限までに受け付けた質問に対する回答は、令和８年５月 18日（月）までに県ホ

ームページにおいて公開する。なお、質問に対する回答は、公募要領及び委託仕様書の追

加又は修正とみなす。 

 

６ 参加申込書の提出 

本企画提案公募に参加を希望する場合は、次のとおり参加申込書を提出すること。 

（１）提出書類 

別紙３「令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査

等業務」企画提案公募参加申込書 

（２）提出期限 

令和８年５月 22日（金）17時 15分まで（必着） 

 

（３）提出方法及び提出先 

電子メール（メールアドレス:ngt050030@pref.niigata.lg.jp）により提出すること。 

なお、電子メールの件名は、「新潟ＣＮ協議会業務委託参加申込書」とすること。 

 



 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 ※いずれも電子データで提出すること。 

ア 別紙４「令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調

査等業務」企画提案書 

イ 登記簿謄本又は現在事項全部証明書 

 ※ 企画提案書提出日の３ヶ月前までに発行したもの（写し可） 

 ※ 共同企業体の場合には、全構成員分を提出すること。 

 ※ スキャン等を行い、電子データで提出すること。 

ウ 新潟県税の納税義務を有する者は「納税証明書」（未納がないことの証明。写し可） 

※ 共同企業体の場合には、全構成員分を提出すること。 

 ※ スキャン等を行い、電子データで提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年５月 29日（金） 17時 15分まで（必着） 

（３）提出方法及び提出先 

電子メール（メールアドレス:ngt050030@pref.niigata.lg.jp）により提出すること。 

なお、電子メールの件名は、「新潟ＣＮ協議会業務委託企画提案書」とすること。 

 

８ 書類による第１次審査の実施 

  本プロポーザル協議に参加を表明した者が多数であると認める場合は、提出された書類 

による第１次審査を行い、あらかじめ審査委員会にて企画提案者によるプレゼンテーショ 

ンを求める者を選定した上で行うことがある。その場合には、第１次審査結果について、 

提案者それぞれに電子メールで通知する。 

  なお、詳細については別途通知する。 

 

９ 企画提案内容の審査 

（１）審査方法 

外部有識者を含む審査委員会において、提案者が提出した企画提案書及び提案者が行

うプレゼンテーションを踏まえて審査する。また、プレゼンテーションの場で必要に応

じて質疑応答を行う。 

（２）審査日時、会場等 

審査会は Webで実施する予定である。 

審査日は令和８年６月３日（水）の予定だが、詳細な日時については企画提案書を提 

出した者に対し別途通知する。 

（３）審査基準 

審査に当たっては、別表１の審査基準により評価する。 

 

10 企画提案の審査結果通知 

県は、審査委員の意見を踏まえ、最優秀提案者及び次点者を選定することとし、審査結

果は書面で参加申込者全員に電子メールにより通知する。 

 

11 委託契約 

（１）契約に関する協議 



 

 

ア 県は、最優秀提案者と、別途定める予定価格の範囲内で別添契約書（案）により、委 

託契約を締結するものとし、協議が整った場合は内容の変更を行う。 

また、最優秀提案者と協議が整わない場合、次点者と協議の上、契約を締結する。次 

点者と協議が整わない場合、本企画提案審査に基づく契約は行わない。 

  イ 本契約は、国の「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金」を活用する 

ものであるため、国の交付決定が得られなかった場合は、契約は行わない。 

（２）委託契約に当たっての主な留意点 

  ア 契約に当たっては、委託候補者の企画提案の内容を踏まえて業務を実施することと

するが、企画提案の内容をそのまま採用することを約束するものではなく、詳細につ

いて企画提案書を基に双方が協議の上、決定する。 

  イ 委託業務の全部を第三者に再委託することはできない。ただし、委託業務の一部の

再委託について、事前に県の承諾を得たときは、この限りではない。 

（３）契約保証金 

   新潟県財務規則第 41 条に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付す

ること。ただし、新潟県財務規則第 44条第１号、第２号又は第６号のいずれかに該当す

る場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 

（４）委託料の支払 

委託料の支払については、原則として精算払とする。ただし、県が特に必要と認めた 

場合は、必要な部分について前払いできることとする。 

 

12 その他 

（１）本企画提案公募に提出された書類は返却しない。また、それらを本業務以外の目的に

は使用しない。なお、審査の際、必要な範囲内において、公募の参加者に通知すること

なく複製することがある。 

機密保持には十分配慮するが、採択された場合には「新潟県情報公開条例」（平成 13年

10 月 19 日条例第 57 号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する

情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

（２）企画提案書等の作成費は本業務の対象経費に含まれない。また、審査結果に関わらず、

企画提案書等の作成費用は支給しない。 

（３）企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となるため、予算額内

で実現が確約されることのみ表明すること。なお、企画提案の審査後であっても、提案

者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、審査結果が取り消され

ることがある。 

（４）企画提案公募への参加申込後に辞退する場合は、『「令和８年度 新潟カーボンニュー

トラル構想推進・拠点開発推進に係る調査等業務委託」企画提案公募 参加申込辞退書』

（別紙５）を提出すること。 

（５）次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となり、最優秀提案者及び次点者と

ならない場合がある。 

ア 本公募要領に適合しない書類を作成し、提出した者 

イ 記載すべき事項の全部若しくは一部を記載しない者又は虚偽の記載をした者 

ウ 参加資格を満たさなくなった場合又は参加資格を満たさないことが判明した場合 

（６）業務の過程で受託者が創出した成果報告書、その他これに類するものの著作権は、受



 

 

託者に帰属する。県は、成果報告書、その他これに類するものについて、自らのために

使用する目的で、受託者の承諾および受託者への対価の支払いを要することなく、下記

の一に該当する場合を除き、自己の責任において自由に複製、翻案、頒布することがで

きるものとする。 

ア 県及び受託者双方が合意した場合を除き、販売する目的で提供資料等を複製し、書

籍や雑誌の形態で発行する利用および電子的形態で WEB 等により公開する利用 

イ 県及び受託者双方が合意した場合を除き、明示的であると黙示的であるとにかかわ

らず、受託者の名を付して行う対外的利用  



 

 

別表１ 

「令和８年度 新潟カーボンニュートラル構想推進・拠点開発推進に係る調査等業務委託」 

企画提案公募に関する審査の視点 

 

評価項目 内容 配点 審査の視点 

企画提案 

内容 

協議会及び個別プロジェク

トの企画・運営 
20点 

●国内外及び新潟県内におけるＣ

Ｎ関連事業の現状と課題につい

て理解しているか 

●個別プロジェクトは、事業を進め

る上で、具体的かつ効果的な内容

となっているか 

水素等次世代エネルギーの

需要創出に向けた調査・検討 
20点 

●国内外及び新潟県内における水

素等次世代エネルギーの現状と

課題について理解しているか 

●調査範囲・方法は、実現可能かつ

効果的な内容となっているか 

●調査の実施にとどまらず、需要創

出に向けた構想や施策の提案が

期待できる内容となっているか 

新潟県のＣＮに関する情報

発信 
20点 

●実施内容は具体的かつ適切か 

●首都圏企業に対して必要な情報

が発信され、相互連携が促進され

る内容となっているか 

独自の提案 20点 

●本事業の成果を高めるための創

意工夫が見られ、かつ実現可能な

内容か 

業務遂行能力 
業務実施体制 

業務実績 
10点 

●業務を実施するために必要な組

織、人員、体制が整っており、各

役割が明確かつ適当か 

●事業実施に必要なネットワーク

やノウハウを有しているか 

計画工程 

積算内容 

計画工程の確実性 

適正な経費・費目計上 
10点 

●業務の実施内容が工程の細部に

反映され、無理なく、確実に業務

を遂行できる工程であるか 

合計  100点  

 


